
  「大阪 IRカジノ」住民監査請求から住民訴訟へ 

 

  『おおさかの住民と自治』10月号に表題レポートを寄稿したので、原稿を紹介する。 

  

 大阪 IR 区域整備計画案は大阪府議会で可決されたあと、

大阪市議会で「同意」が取りつけられ、4月下旬に国に申請

された。大阪府民のカジノ反対の声は高まるばかりで、住

民投票を求める署名活動が始められる。 

署名活動が府下全域で進められる中、私を含め 5人の大阪市

民が 5月 11日、IR事業用地借地権設定契約締結差し止めを求

め、大阪市に住民監査請求した。6 月 23 日には、請求人「陳

述」が行われ、その後の会見には多くのマスコミが取材した（写真は当日夕方に NHK で放

映された記者会見）。私も軟弱地盤の夢洲への IR カジノ誘致は大阪市財政を破綻させるも

ので、地方行財政を研究してきた者として黙ってはおれない、などと陳述した。 

大阪市監査委員は 7月 8日、次のような監査結果を請求人に通知した。「本請求につ

いて監査を実施したが、当該請求の理由の有無等について、協議によっても監査委員の

合議が調わなかった」、つまり合議不調に終わったのである。本請求には理由があるの

で措置を勧告すべき、理由がないので棄却すべきとする見解が並んで記載されていた。

監査委員の構成から予想はしていたが、熱を入れて請求・陳述したこともあり、拍子抜

けの結論であった。 

監査結果は 86ページあり、請求人と大阪市（IR推進局と港湾局など）の見解などが

詳しく記載されている。なかでも注目されるのが、監査請求書に対する大阪市の「反論」

が 17 ページにわたって執拗に書かれていることだ。監査請求に対する行政側からの、

こうした「反論」は異例だ。監査委員の一人が IR 会社による一貫施工は問題であり、

本来は大阪市が土地課題対策を実施すべきと「付言」していることも注目される。 

合議不調という監査結果を受け、請求人と弁護団は 7月 29日に大阪地裁に提訴する

ことにした。午前 10時に提訴したが、この日の午後、府議会で IRカジノ誘致の是非を

問う住民投票条例案の審議が行われた。条例案は反対多数で否決されたが、住民意見を

無視した吉村知事や維新・公明に対する府民の怒りは、高まる一方だ。大阪 IR カジノ

計画を認可させない国への働きかけとともに、IR 予定地への大阪市の公金投入差し止

めを求める住民訴訟も注目されつつある。 

私たちの住民訴訟のポイントを紹介したい。高層建築物など想定していない軟弱地盤

の夢洲に、IR カジノ施設を計画し、大阪市が底なしの財政負担をすることの違法性を

問う訴訟である。本訴訟の請求趣旨は主に次の 2点。大阪市が大阪 IR株式会社に夢洲

の土地を貸す定期借地権設定契約を締結してはならない、大阪市は夢洲の土地改良事業

のために IR会社に一切の支払いをしてはならない。 



大阪市は港湾局が埋め立てた咲洲や舞洲の土地を売却する際には「現状有姿」を原則

とし、土壌汚染などの契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負わなかった。市はこれまでも

埋立地の売却を進めてきたが、売却後に土地対策が必要になっても、購入者側の負担を

原則としてきた。IR 会社という特定企業だけを例外的に優遇するのは、地方自治体の

平等原則に反し、憲法 14条に違反する。 

大阪市は夢洲の IR 予定地の土地課題対策のために、788 億円の債務負担を港営事業

会計で行う。大阪府・市が IR事業者と締結した基本協定書によると、この 788億円が

上限になっておらず、大阪市の免責について記載もない。IR 予定地の地盤沈下は対策

費に含まれていなく、「土地所有者」としての大阪市の責任は、青天井にならざるを得

ない。夢洲の埋立事業は独立採算で実施されるはずだが、一般会計への負担転嫁が懸念

される。これらは地方自治法 2条 14項、地方財政法 4条１項、６条、さらに地方公営

企業法 3条、17条の 2項に違反する。 

大阪 IR 誘致はまだ国の認可を受けていないが、環境影響評価「方法書」が公告縦覧

され、市の専門委員会答申を経て、市長意見が 8月 10日に事業者に送付された。今後、

準備書作成へと進むが、拙速なアセスメントに批判が高まる。方法書は事業計画や工程

日程が生煮えであり、適正な環境影響評価が可能なのか疑問である。私たち夢洲懇談会

が大阪市環境局に質問書を提出したところ、「地盤改良工事等は、別事業であるため環

境影響評価の対象になっていません」という回答が届いた。 

ということは、現在進められている IR アセスは建設工事など上物の環境影響評価で

あり、地盤改良などは「別事業」なので、別にアセスを実施するのだろうか。地盤改良

など IR事業予定地の土地課題対策は、基本協定書などによると IR会社が自ら実施する

ことになっている。「別事業」の土地課題対策のアセスが、上物のアセス後に実施され

るのか。どうも変だ。万博とともに、IRカジノのアセスも問題が多すぎる。 

当分、夢洲開発から目が離せない。 

 

                             (2022年 9月 28日) 

 


